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は じ め に

『論語義疏』 の 疏 中 に 、 「師説」 と し て 引 か れ る 5 条 の 論語説が見 え る 。 は じ

め に こ の 「師説」 が、 皇侃が 「師事」 し た 賀場の論語説 と 認 め ら れ る 可能性 を

引用形式か ら 推論 し 、 そ の う え で、 賀場の伝お よ び 「師説」 の検討 を 通 じ て 、

「師説」 が賀場 の 論語説 で あ る こ と を 論定 し 、 そ の 論語説 の 位懺づけ を は か る 。

- 「師説」 と は誰の説か一引 用形式の差 に着 目 し て

論語義疏 の撰述者 で あ る 皇侃 （斉 ・ 武帝永明 6 年 〔488〕 一 梁 ・ 武帝大 同 1 1

年 〔545〕 ） の 伝 に 、 「侃少好學、 師事賀場、 精力専門、 壺通其業」 （皇侃 は 若

い と き か ら 学 問 を 好み、 賀 場 に 学 ん だ。 専門 に 力 を 注 ぎ、 学業 を 究 め た） （ 『梁

書』 「皇侃伝」 ） と 記 さ れ て い て、 そ の 記述か ら 、 皇侃が賀場 (452 - 5 1 0) に

「師事」 し た こ と が知 ら れ て い る 。 そ の 賀 場 の 学 問 に つ い て は 、 伝 に 言及 が あ

り 、 ま た 書 目 に 記載 が あ る も の の 、 賀瘍が撰述 し た も の は す べ て散侠 し て い て、

「礼」 に か か わ る 注釈が現在 わ ず か に 伝 わ る だ け で あ る ( 1 ) 。 そ う し た な か で、

賀場の 論語解釈で は な い か と 疑わせ る 論語説が、 論語義疏 の な か に 「師説」 と

し て 5 条引 か れ て い る 。 そ の 「師説」 を 「師 の 説」 と み て 、 賀 場 の 論語説 と 認

め る こ と が で き る の か ど う か、 も し 認 め る こ と が で き る な ら ば、 「師説」 に よ

っ て賀 場 の 学 問 と 皇侃 と の か か わ り を わ ず か な が ら で も 明 ら か に で き る は ず で

あ る 。

こ の 問題 に つ い て は 、 先 に 喬秀岩氏 が、 「師説」 と は 「師師相停」 の 説 で あ

っ て、 「一人 の 師」 で は な い と い う 説 を 出 さ れ た 。 も し そ う で あ れ ば、 「師説」

5 条 は 、 皇侃 の 師で あ る 賀場 の 説 と は 認 め ら れ な く な る ( 2 )

論語義疏 に 引 か れ る 「師説」 に つ い て 、 わ た し の 結論 を は じ め に 示 せ ば、 皇

侃 の 師で あ る 賀場 の 説 と み る こ と が で き る 、 と い う も の で あ る 。

論語義疏 に 「師説」 と し て 引 か れ る 5 条 は 、 本論文文末 〔附〕 に 記 し た 資料

( 1 ) 「今案師説云」 （学而篇 「其為人也孝悌」 章） 、 資料 ( 2 ) 「師説云」 （八俯
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篇 「哀公間」 章） 、 資料 ( 3 ) 「師説云」 （薙也篇 「中人以上」 章） 、 資料 ( 4 )

「侃案師説云」 （泰伯篇 「舜有 臣五人」 章） 、 資料 ( 5 ) 「侃案師説云」 （微子篇
「周 有八士」 章） と い う 5 条 と 〔参考〕 1 条で あ る 。

「師説」 を 皇侃が師事 し た賀場 の 説 と み な す理 由 を 示 そ う 。 ま ず問題 と し た

い の は 、 義疏 の な か に 「師説」 を 引 く 場合、 そ の 引 く 形式 が、 他 の 論語説家 の

説 を 引 く 場合 と 異 な る と い う 点 で あ る 。 そ れ を 例示 す れ ば、 「今案師説云…」

（資料 1 ) 、 「侃案師説云…」 （資料 4 , 5 ) の よ う に 、 そ の 3 例 ま で に 皇侃が直

接 か か わ っ て い る こ と を 示 す 「案」 あ る い は 「侃案」 と い う 語 が 用 い ら れ

て ( 3 ) 、 「師説」 を 引 い て い る こ と で あ る 。 ま た 残 る 資料 ( 2 ) ( 3 ) に つ い て

も 、 直前の 旬 の 話者が皇侃で あ る こ と は 明 ら か で、 と り た て て こ の 「師説」 を

引 く の に 「案 ・ 侃案」 と い う タ ー ム を 用 い る 必要 が な い 文脈 と み て と れ る 。 そ

う で あ れ ば、 「師説」 の す べ て に 事実上 「案 ・ 侃案」 が用 い ら れ て い る と い え

る か ら 、 こ こ か ら 皇侃 と 「師説」 と が き わ め て密接 な か か わ り を も っ て い る こ

と を 示 し て い る よ う に 思 わ れ る 。

そ の 点 を も う 少 し 詳 し く 資料 に つ い て見て み よ う 。 例 え ば、 資料 ( 3 ) の 薙

也篇 「中人以上」 章 の 義疏 は 、 そ の は じ め に 「此謂為教化法也」 と 記 し 、 続 い

て 「師説云、 就人之品識大判有三、 謂上 中 下也。 …」 で 始 ま る 長文の 「師説」

を 記 し て い る 。 「此謂為教化法也」 と い う 句 に 注者 の 名 が な い こ と は 、 こ の 句

が皇侃の語で あ る こ と を 示 し 、 続 い て 「師説」 と し て 引 か れ る 「品識」 を 九 に

分 け る 詳細 な 「教化法」 は 、 皇侃が そ の 「師説」 の所論 を 認 め て 引 い た も の と

考 え ら れ る 。 つ ま り 皇侃は 「師説」 に よ っ て、 こ の 章 の 新 し い 解釈 を は か っ て

い る の で あ る 。 ま た 資料 ( 5 ) の 微子篇 「周 有八士」 の 解釈 と し て 義疏 は 、 周

に 四 つ の 乳房 を 持 っ た 女性が い て八人 の 子 を 産 ん だ、 と い う 集解 に も と づ い た
「 旧説」 を 記 し 、 そ の 「 旧説」 の 誤 り を 正す説 と し て 「侃案師説云、 非謂一人

四乳…」 と い う よ う に 、 「侃案」 と い う タ ー ム を 用 い て 「師説」 を 引 い て い る 。

ま た 資料 ( 2 ) は 、 八俯篇 の 「哀公問社於宰我、 … 日 、 成支不説、 遂支不諌、

既往不咎」 に つ い て の 解釈で、 義疏 に は は じ め に 集解 を 受 け た李充の 説が記 さ

れ る 。 そ の 李 充 の 説 に た い し て 皇侃 は 、 理解 が十 分 で は な い と 批判 し 、 「師

説」 を 引 い て李充 の 説 を 正 し て い る 。

こ こ に 挙 げ た 3 例 の よ う に 、 皇侃 は 新解 と し て 「 師説」 を 示 し 、 ま た 「 師

説」 に よ っ て 従来 の 説 を 正す と い う ふ う に 、 「師説」 を 義疏 中 に 引 い て い る の

で あ る 。

こ こ で論語義疏 に 用 い ら れ る 「案 ・ 侃案」 の 用 法 を 見 て み よ う 。 論語義疏で
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は 疏 中 に 論語説家 の 説 を 引 く 場合、 た と え ば 「王弼云 …」 「江煕云 …」 の よ う

に 論語説家 の 名 を そ の ま ま 示 し て 引 く の が通例 で あ る が、 時 に 「案 ・ 侃案」 を

冠 し て 論語説家 の 説 を 引 く 場合 が な い わ け で は な い 。 と こ ろ が義疏 に お い て
「案 ・ 侃案」 が、 「師説」 を 引 く 時 に 用 い ら れ る 場合 と 、 「師説」 以外 の 論語説

家 の 説 を 引 く 時 に 用 い ら れ る 場合 と で は 、 そ の 用 法 に 明 ら か な 異な り が見 え る 。

そ の 異な り と は ど う い う 点 な の か、 資料 に 即 し て 明 ら か に し よ う 。

資料 ( 2 ) の 「案李充之説…」 の よ う に 「案」 を 用 い て李充 の 説 を 引 く 場合

は 、 こ の疏 の 前 に す で に 「李充云」 と し て李充 の 論語説が引 か れ て い て、 そ の

説 を 皇侃が検討 の 対象 と す る た め に 再度取 り あ げ た も の で あ る 。 李充 の 説 を そ

の ま ま 引 く の で あ れ ば 「案」 を 用 い る こ と は な い 。 ま た 資料 ( 1 ) の 学而篇
「其為人也孝悌」 章 の 疏 に つ い て も 、 は じ め に 「熊埋云」 と し て そ の 説が引 か

れ、 続 い て後 ろ に 「侃案熊之解意、 是言既不好犯上、 必不作乱…」 と い う よ う

に 、 熊埋の説が検討 の 対象で あ る こ と を 示 し て い る の で あ っ て、 熊埋の 説 を そ

の ま ま 引 い て い る の で は な い 。 こ の よ う な 「案 ・ 侃案」 は ど の よ う な用法な の

か、 こ こ に 引 い た例 を 含 め て 、 次 に 論語義疏 に 見 え る 「案 ・ 侃案」 の 例 を す べ

て挙げて み る 。

「侃案孔謂 固為弊 …」 （学而篇 「子 曰 君子不重」 章 の 集解 「孔安國 曰 固 弊也」

の 疏）
「案李充之説、 是三支井誡宰我 …」 （学而篇 「子聞之、 日 成支不説」 章 の 疏）
「侃案何注似不如此 …」 （公冶長篇 「子貢 日 夫子之文章」 章 の 集解 「深微故不

可得而聞也」 の 疏）
「侃案郊意則徹射是細縄…」 （述而篇 「子釣而不網」 章 の 疏）
「侃案輔嗣之言、 可思也…」 （泰伯篇 「子 曰興於詩」 章 の 疏）
「案如衛 （瑠） 意、 言朝廷 閏 門 …」 （子竿篇 「 出則事公卿」 章 の 疏）
「案孔 （安 国） 以紺為斎服盛色 …」 （郷党篇 「君子不以紺諏飾」 章 の 集解孔安

国説 の 疏）
「案察氏之通、 与孔子 （氏） 元異…」 （顔淵篇 「焚遅間仁」 章 の 疏）
「侃按券蛍欽異孔…」 （衛霊公 「射 自 厚」 章 の 疏） 、

（ こ の 他 に 「侃案」 が用 い ら れ る 場合 と し て 、 「侃案三侮」 （郷党篇 「郷人程」

節） の よ う に 事柄 を 取 り あ げ る 場合 が あ る が、 こ こ で は 除外 し た 。 ま た 「侃

案」 と ほ ぼ 同 様 の 表現 と し て、 「侃謂」 を 用 い て 論語説家 の 説 を 引 く 「侃謂、

二人無勝負 也」 （公冶長篇 「子謂南容」 章 の 疏） 、 「侃謂李為不知」 （公冶長篇
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「子張間」 章 の 疏） な ど が あ る が、 こ こ に は例示 し て い な い 。 ）

こ こ に あ げ た 9 例 は 、 形式 と し て は 「師説」 を 引 く 場合 と 同 じ よ う に 論語説家

（集解 の 注釈者 を 含 め て） の 説 を 取 り あ げ る も の で あ る が、 「師説」 を 引 く 場合

と 違 っ て、 型侃が そ の 説 を 批判す る 、 あ る い は そ の 説 に 賛意 を 示す対象 と し て

引 い て い る こ と で あ る 。 し か も そ れ ら は す べ て論語説家 の 意 図 を 集約 し コ メ ン

ト す る 形で引 い て い て、 論語説家 の 説 を そ の ま ま 引 く こ と は し て い な い 。 そ れ

に 対 し て 「師説」 は 、 す で に 触れ た よ う に 、 「師説」 を 引 い て 1日 説 を 正 し 、 新

し い 解釈 と し て 引 く の で あ る 。 そ し て、 説が集約 さ れ る こ と は な く 、 コ メ ン ト

が加 え ら れ る こ と も な い 。 当 然 の こ と な が ら 、 皇侃が そ の 「師説」 に 批判や反

論 を 加 え る こ と も な く 、 「師説」 は す べ て 説 の ま ま に 記 さ れ て い る の で あ る 。

こ の よ う に 皇侃が 「侃案」 を 用 い て 「師説」 を そ の ま ま の 形で引 い て い る と

い う こ と は 、 「師説」 が皇侃 に と っ て検討す る 対象や意見 を さ し は さ む対象で

は な い と い う こ と 、 言 い 換 え れ ば、 「師説」 と は 、 皇侃が全 幅 の 敬意 と 信頼 を

寄せ て い る 説な の で あ る 。 こ の よ う な扱われ方は こ の 「師説」 以外 に な く 、 こ

こ か ら も 、 「師説」 が、 他 と は 違 う 位置 づ け を さ れ て い る こ と は 明 ら か で あ る 。

も し 喬氏 の い う よ う に 、 「師説」 が 「具罷的な 一人 の 師 の 説で な い 」 な ら ば、

こ の 「師説」 に つ い て も 、 他 の 論語説家 の 説 を 引 く 場合 と 同 じ よ う に 「侃案」

を 用 い な い で 「師説云」 と し て 引 く か、 あ る い は 「侃案師説之意」 「侃案師説

之言」 等 の 表現 を 用 い て そ の 説 を 集約 し 、 意見 を は さ む対象 と し て 引 く は ず で

あ る 。 繰 り 返す が、 「師説」 に つ い て は 同 じ よ う に 「案 ・ 侃案」 が用 い ら れ て

も そ の よ う な表現は な く 、 説がそ の ま ま 引 か れ て い る 。 こ う し た 点 で他 の 論語

説家 を 取 り あ げ る 場合 と 、 明 ら か に 異な っ て い る の で あ る 。

学而篇篇首 に 、 学而篇が論語 の 最初 に 懺か れ る 理 由 に つ い て述べ た 次 の よ う

な疏が あ る 。

侃昔受師業、 自 学而至尭 曰 、 几廿篇、 首末相次、 無別科重。 而持学而取先者、

言 降畢以下皆須李成、 …、 故以学而為先也。

こ こ に は 皇侃がか つ て受 け た 「師業」 の 伝授 の あ り さ ま が記 さ れ て い る 。 賀場

は 452 年 に 生 ま れ 5 1 0 年 に は 亡 く な っ て い て、 皇侃 は 488 年 に 生 ま れ て い る

か ら 、 二人 に は 36 歳 の 差 が あ り 、 賀場が亡 く な る の は 皇侃が 22 歳 の 時で、 か

ろ う じ て 5 年 か ら 1 0 年弱 の 「師業」 を 受 け 継 ぐ場 が成 り 立 つ 可能性 が あ る は

ず で あ る 。 皇 侃 に 「師」 の 「業」 を 受 け 継 ぐ場 が あ り ( 4 ) 、 梁書 に 「 師 事 賀

場」 と 、 そ の 師 が賀場で あ る と 認 め る 条件 は備わ っ て い る の で あ る か ら 、 賀場
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と の 「師業」 の場で伝え ら れ た こ と が 「師説」 と よ ばれ た と 考 え ら れ な い で あ

ろ う か 。

以上か ら 、 わ た し は こ の 「師説」 が特定 の 人物 を 指 し て い て、 し か も こ と ば

の ま ま に 「師 の 説」 と と っ て、 そ れ を 皇侃 の 師 と 解す る こ と は 可能で あ る と 考

え る 。 「師説」 を 皇侃 の 師、 す な わ ち 賀場 の 論語説 と み る 理 由 で あ る ( 5 \ 

注

( 1 ) 『宝函山房輯侠書』 「礼記類」 に賀場の 『禰記新義疏』 が収め ら れて い る 。

( 2 ) 「師説」 に つ い て の喬秀岩氏の説は、 次の よ う で あ る 。

「今案ず る に 、 「師説」 と い う の は 師師相博の 説 と い う に 過 ぎず、 具膿的 な 一人 の

師 を 指 し て い る の で は な い だ ろ う 」 （ 『義疏學衰亡史論』 第一章 2 1  ~ 22 ペ ー ジ）

喬氏 の所論は、 そ の （引 文 1 5) 、 す な わ ち 本論 の 資料 ( 2 ) 八併篇 「哀公間社於

宰我、 … 曰 、 成支不説、 遂支不諌、 既往不咎」 の 皇疏 に 見 え る 「師説」 に つ い て で、

「師説」 5 条 に わ た っ た論で は な い 。 氏 は 、 礼記 の 疏 に 見 え る 「師説」 が誰の説 と 限

定で き な い こ と か ら 、 こ こ に 示 し た よ う な結論 を 導 い て い る 。 従来わ た し は 、 無条

件 に 「師説」 ＝ 賀 場説 と 考 え て い た。 本論 も 、 喬氏 の こ の 説 に 示 唆 を 受 け て い る が、

わ た し は論語義疏の 「師説」 の 中 か ら そ の答 え を 出 そ う と 考 え る 。

( 3 ) 注や疏 に 見 え る 「按 · 案」 の 用 法 に つ い て は、 拙稿 「注釈 に 見 え る 『按 （案） 』 と

い う 語 に つ い て」 （ 「 中 国 文化」 第 68 号、 中 国 文化学会 201 0 年 6 月 ） を 参照。 ま

た こ こ で は 「按」 と 「案」 と を 区別 し な い 。

( 4 ) 今書 目 を 見 れ ば、 皇侃に も 礼、 孝経 に つ い て の著述が記 さ れ る の で、 礼そ し て孝

経 の 学 問 が、 賀場か ら 皇侃 に 伝わ っ て い る こ と は 明 ら か で あ ろ う 。

( 5 ) た だ こ の よ う に 「師説」 が他 と は 異な る 扱 い を 受 け て い る か ら と い っ て、 そ の こ

と が 「師説」 と 皇侃 が 「師事」 し た 賀 場 の 説 と を 結び つ け る 直接 の 根拠 と な る わ け

で は な い 。 す べ て状況証拠 に よ る 推定 で あ り 、 資料 に も と づ く 考証 の 論理 的 限界が

存在す る 。

一 賀場 に つ い て一 『梁書』 の伝 と その学問

賀 場 （宋 ・ 文帝元嘉二九年 〔452〕 一 梁 ・ 武帝天監九年 〔5 1 0〕 ） 、 字 は 徳漣、

会稽郡 山 陰県 （現在 の 浙江紹興市） の 出 身で あ る 。 そ の 伝 は 『梁書』 四八 「儒

林伝」 、 ま た 『南史』 巻六二 「列伝」 に 見 え る 。 梁書 の 伝 に 、 幼 時 か ら 異オ が

備わ っ て い た こ と が記 さ れ る 。 以下梁書 の 伝 を 中心 に 、 賀 場 の 学 問 に つ い て考

え る 。
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賀場字徳漣、 會稽山 陰人也。 祖道力、 善三祠、 仕宋為尚書三公郎、 建康令。
場少博家業。 齊時油國劉蠍為會稽府丞、 見場深器異之。 嘗典倶造呉郡張融、
指場謂融 日、 「此生紳明聰敏、 将来常為儒者宗。 」 濾還、 帆之為 國子生。 攀明
経、 揚州祭酒、 俄兼國子助教。 歴奉朝請、 太學博士、 太常丞 … 。 天監初、 復
為太常丞、 有司學治賓濃、 召 見説祠義、 高祖異之、 … 四年、 初測五館、 以場
兼五細博士、 …撰五網義。 … 七年、 拝歩兵校尉、 領五純博士。 九年、 遇疾、
遣薔薬省 問、 卒子館、 時年五十九。 所著祗、 易、 老、 旺講疏、 朝廷博議敷百
篇、 賓證儀注ー百四十五巻。 場於禰尤精、 館中 生徒常百数、 弟子明純封策至
敷十人。
（賀場、 字 は 徳漣、 会稽 山 陰 の 出 身で あ る 。 そ の 祖 は 道力、 三礼 に 優れ、 宋
に 仕 え て 尚書三公郎、 建康令 と な っ た 。 場は若 く し て家 の 学 問 を 伝 え た 。 斉
の 時代、 会稽府丞で あ っ た油国 の劉濾は、 場 の た ぐ い ま れ な才能 を 高 く 評価
し た。 一緒 に 呉郡 の 張融 の と こ ろ に 行 き 、 場 を 融 に 示 し て 「 こ の若者 は優れ
た 才能が あ り 、 やがて は儒者 の 中心 と な ろ う 」 と い っ た。 獄は 都 に 戻 る と 、
国子生 に 推薦 し た。 明経 に あ げ ら れ、 揚州祭酒 と な り 、 ほ ど な く 国子助教 を
兼ね た 。 奉朝請、 太学博士、 太常丞 を歴任 し 、 …天監の 初年、 太常丞 に復 し 、
所管 に 登用 さ れ賓礼 を 整備 し 、 召 さ れて礼義 に つ い て講説 し 、 高祖は 高 く 評
価 し た … 。 四年、 五館が開設 さ れ る と 、 場 を 五経博士 に 兼ね さ せ、 … 五経義
を撰述 さ せ た 。 七年、 歩兵校尉 に 任ぜ ら れ、 五経博士 を兼任 さ せ た 。 九年、
病む と 、 帝 よ り 医師が遣わ さ れ存 問 の こ と ば を 賜 っ た が、 五館で亡 く な っ た 。
時 に 五十九歳 で あ っ た 。 著 し た も の は 「礼」 「易」 「老子」 「荘子」 の 講疏、
「朝廷博議」 数百篇、 「賓礼儀注」 ー百四十五巻 で あ る 。 場は礼 に も っ と も 詳
し く 、 五館の 学生 は つ ね に 百 を 数 え 、 明経で登用 試験 に 応 じ た弟子は数十人
に の ぼ っ た。 ）

賀場は こ の よ う に 学者 と し て高 い 評価 を 受 け 、 相応の地位 に つ い た 。 こ の伝 に
記 さ れ る よ う に 、 賀場の学問 の 中心 は礼の研究で、 礼、 易、 老荘の 講疏、 朝廷
博議数百篇、 賓礼儀注ー百 四十五巻な ど が著述 さ れ た と 記す が、 論語の 学 に つ
い て は 言及す る と こ ろ がな い 。 た だ賀 場 の 子 の 革、 字 は 文明 （斉 ・ 高帝建元元

年 〔479〕 ー 梁 ・ 武帝大 同六年 〔540〕 ） の 伝 に は、 「少通三祠、 及長、 循 治孝
経、 論語、 毛詩、 左博」 （梁古 四八儒林伝） と 、 孝経、 毛詩、 左伝 な ど と あ わ
せて論語 を 治 め て い た と あ る 。 あ る い は賀場は論語 に つ い て も 講論 し て い て、
そ れ が子供の 革、 あ る い は 皇侃へ と 伝わ っ た 可能性が考 え ら れ る 。

さ ら に 書 目 に つ い て 見 て も 、 賀場 の 著述 と し て残 る の は ( 1 ) 、 礼、 孝経 に か
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か わ る も の で、 論語 に つ い て は見 る こ と がで き な い 。 子 の賀革 の著述は、 書 目

に 見 る こ と がで き な い 。

注

( 1 ) 隋苔経籍志か ら 、 賀場の著述を示す と 次の よ う で あ る 。

「喪服義疏」 二巻、 「租記新義疏」 二十巻、 「糟論要紗」 ー百巻、

「講議孝罷義疏」 一巻、 「五純異同評」 一巻、 「溢法」 五巻、 「梁賓祖儀注」 九巻、

三 記述内 容 か ら 「師説」 を検討す る 一皇侃 と の かかわ り

先 に 、 義疏 に 見 え る 「師説」 の 引 用 形式 を 検討 し た 結果、 「師説」 が賀場 の

論語説 で あ ろ う と い う 結論 を 下 し た 。 そ の 結論 を 踏 ま え な が ら も 、 今 「師説」

を 直 ち に 賀 場 の 論語説 と み な す こ と を 留保 し 、 「師説」 を あ ら た め て 詳細 に 検

討 し 、 そ れ が終 っ た段階で 「師説」 を 賀 場 の 論語説 と み な せ る か否か に 言及 し

よ う 。

ま ず資料 ( 1 ) を見て み よ う 。 学而篇 「有子 日 、 其為人也孝悌、 而好犯上者

鮮芙、 不好犯上、 而好作乱者、 未之有也」 に 付 け ら れ た 「師説」 で あ る 。

資料 ( 1 ) 今案師説云、 夫孝者不好、 心 自 是恭順、 而又有不孝者亦有不好、 是

願君親之敗。 故孝与不孝 同有不好、 而不孝者不好、 必欲作乱、 此孝者

不好、 元乱理、 故云、 未有之也。

皇侃 の 当 時、 学而篇 の こ の 章 に つ い て 、 前半旬 の 「其為人也孝悌、 而好犯上者

鮮芙」 と 後半旬 の 「不好犯上、 而好作乱者、 未之有也」 と が重な っ て い る と い

う 議論が行 な わ れ て い た よ う で あ る 。

義疏 の 記述で見 て み る と 、 皇侃は こ の 章 に ま ず熊埋 ( 1 ) の 説 を 記 し 、 そ の 説

と の 関連で 「師説」 を 引 く 形 を と っ て い る 。 熊埋 の 説 を 見 て み よ う 。 熊埋は 、

こ の 章 の 構成 を 、 「其為人也孝悌」 が主題、 「好犯上者鮮英」 と 「不好犯上…未

之有也」 が そ の 主題 に 対す る 並列 す る 述部句 と み る 。 そ し て 述部 の 「鮮」 と
「未之有」 と に 意 味 の 差 を 認 め 、 「未之有」 を 全而否定 と み て 「 ま っ た く な い 」 、

そ れ に 対 し て 「鮮」 を 、 「未之有」 の 全面否定 と 異 な っ て 、 余地が残 る 否定 と

す る 。 孝悌 の 臣 ・ 子 で あ っ て も 、 君 ・ 親 に 誤 り が あ る 場合 に は 「犯顔之諌」 を

行 う 。 こ れ が 「犯上者鮮失」 （場合 に よ っ て は 、 上 を 諌 め る こ と が あ る ） で あ

る 。 さ ら に 孝悌 の 人は 、 正 し く な い こ と で は争 う が、 絶対 に 「乱」 に は な ら な

い 。 そ れ が 「不好犯上、 而好作乱者、 未之有也」 で あ る と す る 。 型侃 は こ の 熊

埋 の 説 に 次 の よ う な按語を 付 し て い る 。

然観熊之解、 乃元間然、 如為煩長、 既不好犯上、 理宜不乱、 何煩設巧明。
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（熊埋の 解 は い う と お り で あ る が、 冗長す ぎ る よ う で あ る 。 上 を 犯す こ と

を 好 ま な い の で あ れ ば、 道理 と し て乱 を な さ な い は ずで、 そ れ を ど う し て

わ ざわ ざ こ の よ う な も っ て ま わ っ た 説 を 立て る の か）

こ の 熊埋の 説 に 対す る 補正説 と し て歴侃は 、 こ こ に 示 す 「師説」 を 引 く 。 そ の
「師説」 も ま た、 こ の 章 の 前半旬 と 後半句 が重 な る と 見 て い る よ う で あ る 。 し

か し 後半旬 「不好犯上…」 の 主体者 を 通説の よ う に 「孝悌之人」 と し な い で、
「孝者」 と 「不孝者」 の 二者 と し 、 孝者、 不孝者 と も に 「好 ま な い ( 2 )」 と す る 。

そ の い う と こ ろ は 、 孝者、 不孝者 と も に 上 を 犯す こ と を 願 わ な い が、 孝者 は
「心 自 是恭順」 （恭順 さ ） を 備 え 、 不孝者 は 「是願君親之敗」 （君親 の 破滅 を 願

う ） を 備 え て い る 。 そ し て、 「不孝者不好、 必欲作乱、 此孝者不好、 元乱理」

（不孝者 は 好 ま な い が、 き っ と 乱 を 起 こ そ う と す る 。 こ こ で孝者 は 好 ま な い が、

乱 を 起 こ す理がな い ） と い い 、 恭順 さ を 備 え て い る 孝者 が乱 を 起 こ す こ と な ど

あ り え な い と 結論づけ る 。

以上 を も う 一度整理す る と 、 集解 は 、 こ の 章 の 構成 を と く に 問題 に し て は い

な い 。 熊埋は、 こ の 章 の 前半句 と 後半旬 と が重な る と し て、 「鮮」 「未之有」 に

差異 を 認 め て、 そ こ か ら 間題 を 出 発 さ せ て い る 。 こ こ で皇侃は 、 熊埋 の 説 を 認

め な が ら も 、 そ れ に 代 わ る 説 と し て 「師説」 を 引 い て く る の で あ る 。 皇侃 が
「師説」 で こ の 章 の 論 旨 を 通 じ さ せ よ う と し て い る こ と に 、 か れ の 「師説」 の

位置づけ を う か が う こ と がで き る の で あ る 。

資料 ( 2 ) は 、 八俯篇 「哀公問社於宰我、 …子聞之、 日 、 成支不説、 遂支不

諌、 既往不咎」 に つ い て の 「師説」 で あ る 。

資料 ( 2 ) 師説云、 成夏初成之時、 遂談是其支既行之 日 、 既往指其支已過之後

也。 夏初成不可解説、 支政行不可諌止、 夏已過不可追咎也、 先後相配

各有 旨也。

経 の 「成支」 に 「不説」 、 「遂支」 に 「不諌」 、 「既往」 に 「不咎」 と い う 三組み

が 意 味 す る こ と に つ い て の 新 し い 解 釈 で あ る 。 義 疏 に 見 え る 李 充 ( 3 ) (? -

362) の 説は集解を う け て 、 こ れ ら 三組 の 句 を 哀公 に 答 え た 宰我 を 咎 め た こ と

ば と し て 解 い て い る 。 一方、 「師説」 は 、 こ の 三組 の 旬 は 宰我 を 咎 め た こ と ば

で あ る と し て も 、 そ れ が 時 間 の 順 を 追 っ て 生起す る こ と が ら と そ れ に 対応す る

方法 と の 関連 を 示 す こ と ば と す る 。 す な わ ち 、 「成支」 が、 「初成之 時」 （始 ま

る 段 階） 、 「遂変」 が、 「其支既行之 日 」 （行 な わ れ て い る 段 階） 、 「既往」 が、
「其支已過之後」 （終わ っ た段階） で、 そ れ ぞ れ を 「解説」 「諌止」 「追咎」 す る

こ と がで き な い と 説明す る 。 こ の 疏 に は 、 李充 の 説 と 「師説」 と の 間 に 、 両説
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を 繋 い で皇侃 の 按語があ り 、 そ れ は 次の よ う に い う 。

李充之説、 是三支井誡宰我、 無令後 日 復行也、 然成遂往及説諌咎之六字、 先
後之次、 相配之 旨、 未都可見。 （李充 の 説 は 、 こ の 三事が い ずれ も 後 日 宰我
が こ う し た こ と を し な い よ う に と 戒 め た も の と い っ て い る が、 成遂往 と 説諌
咎 の 六字は、 先後 の 順、 組み合わ せ の 主 旨 を 示 し て い て、 （李充 は） そ れ が
よ く 分か っ て い な い） 。

こ の 資料 ( 2 ) も ま た 先 の ( 1 ) と 同 じ よ う に 、 李充 の 説 に 対す る 皇侃の 按語
が あ っ て、 皇侃は李充 の 説 を 補正す る 拠 り ど こ ろ と し て 「師説」 を 引 い て く る
の で あ る 。

資料 ( 3 ) は、 碓也篇の 「子 日 、 中人以上、 可以語上也、 中人以下、 不可以
語上也」 に つ い て の長文の 「師説」 で あ る 。
資料 ( 3 ) 師説云、 就人之品識大判有三、 謂上中下也。 細而分之、 則有九也。

有上 こ ・ と 中 ・ 上下也、 又有中上 ・ 中 こ ・ こ 下也、 又有下上 ・ 下中 ·

下 こ 也。 几有九品、 上 こ 則是型人、 <: <: 不須教也、 下 り 則是愚人、 こ
こ 不移、 亦不須教也。 而可教者、 謂上中以下、 こ 中以上、 几七品之人

也。 （以下省略）
論語の本文で 「中人以下」 の人は 「不可以語上也」 と さ れ、 そ れ以上 の 言及が
な い こ と に こ だ わ り が あ っ た ら し く 、 後 の 人 が 「中 人以下」 の 人 た ち を ど う
「教化」 す る か考 え た も の で あ る 。 「師説」 は人の 品識を 「上中下」 の 三 ラ ン ク
と し 、 さ ら に そ れ を 「上上、 上中 …下下」 の 「九品」 に 分 け て、 そ こ か ら 「上
上」 （聖人） 、 「下下」 （愚人） を 除 い た 「七 品」 に つ い て は、 教化で き る と し た 。
そ の た め 「上上」 に 位置づけ ら れ る 聖人 の 教 え が、 「中人」 を 通 じ て上下 に 伝
わ る と い う 道筋 を 想定す る 。 孔子 の教 え が、 顔 回 か ら 閲子窯 に 伝わ る 、 こ れ が
「 中 人以上、 可以語上也」 で あ る 。 言及 の な い 「 中 人以下」 に つ い て も 「 師
説」 は 、 「蛍不可語上、 猶可語之以 中、 及語之以下」 （ （中人以下 は） 「上」 を 語
る こ と は で き な い が、 そ れ で も 「中」 を 語 る こ と 、 及び 「下」 を 語 る こ と は で

き る ） と い っ て、 「中 品之上」 か ら 「中 品之中」 、 さ ら に 「中 品之下」 と 下 っ て
「下 品之中」 に ま で教化 の 及ぶ道筋 を 述べ、 「中人以下可以語下也」 （中人か ら
し た に 「下」 を 語 る こ と が で き る ） と 結論 づ け る 。 こ れ で論語が言及 し な い
「中人以下」 が ど の よ う に 教化 さ れ る か、 そ の教化 の 仕組み が完成 し た こ と に
な る 。 こ の 「師説」 は 、 集解 「王粛 日、 商挙中 人以其可上可下也」 の い う 、
「中人」 が、 上 ば か り で な く 下 に も そ の 影響 を 及ぼ し う る と い う 説 を う け て、
そ れ を 補 い 発展 さ せ た も の と 見 る こ と がで き る よ う で あ る 。 ま た こ の 章 の 疏が、
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「師説」 だ け で構成 さ れ て い る こ と は 、 「師説」 が始 め て こ う し た説を立て、 皇
侃がそ の 「師説」 を 認 め 全面的 に 受 け入れて い た こ と を 示 し て い よ う 。

資料 ( 4 ) は、 泰伯篇 の 「舜有 臣五人而天下治、 武王 日 、 予有乱 臣十人…」
に つ い て の 「師説」 で あ る 。
資料 ( 4 ) 侃案師説云、 季氏之意、 極 自 允會春秋、 合常尭舜、 但既多才勝周、

而孔子唯云、 両代有五人者、 別有以也、 欲盛美周徳隆於唐虞、 賢才多
乎尭舜、 而猶宴殷紺、 故特云、 唐虞五而周代十也。 又明言有婦人者、
明周代之盛、 匪唯丈夫之オ、 抑婦人之能、 匡弼於政化也。

当 時 こ の 章 を め ぐ っ て、 舜の 時代 と 武王 の 時代 の ど ち ら に優れた 臣下が多 か っ
た の か と い う こ と が、 大 き な 間題 と な っ て い た ら し い 。 集解 に 引 く 孔安 国 は 、
「言尭舜交會之間、 比此周、 叶 最盛多 賢オ」 と 記す か ら 、 周 代 の ほ う が優れ た
臣下が多 い と い う 説な の で あ ろ う 。 義疏 に は、 初 め に こ の 集解 に 沿 っ た説が記
さ れ、 そ れ に 続 い て 「季彪雉 曰」 と い う 説が引 か れ る 。 季彪 い は 、 人数か ら
見れば周 の 時代が優れ て い る よ う に 見 え る が、 一人一人 を 挙げれ ば、 唐虞 の 時
代 に は 及 ば な い と い う 。 こ の 季彪 の 説 を う け て、 「師説」 が引 か れ る 。 5 条 の
「師説」 中 で、 「季氏之意…」 と 、 先行す る 論語説家 の 説 を 提示す る の は、 こ の
1 条 だ け で あ る ( 5 ) 。 「師説」 は 季彪 の 説 を 認 め な が ら も 、 舜 の 臣五人 と い う 論

語 の 記述 に そ の ま ま 従 い 、 「欽盛美周徳隆於唐虞、 賢才多 乎尭舜、 而猶支殷紺、
故特云、 唐虞五而周 代十也」 （周 の 徳が唐虞 よ り 優れ、 賢オは尭舜 の 時代 よ り
多 か っ た が、 そ れ で も 殷紺 に 仕 え て い た と 賛美 し よ う と し て、 そ こ で わ ざわ ざ
崖虞五人、 周代は十人 と い う の で あ る ） と 、 尭舜 の 時代 と 周代 と に 優劣 は な い
と い う 結論 を 下す。 そ し て、 周代では 「婦人」 の 力 が治世 に 大 き な力 を 果 た し
た と 付け加 え る が、 こ れ は集解 に 沿 っ た 義疏 「周最為盛、 尚不満十人、 C: C: 之
中、 有文母、 一婦人為十人之数、 所以才雉也」 （周 が も っ と も 盛 ん な 時 に 、 そ
れ で も 十人 に 満 た な い 。 そ の 十人の 中 に は文母 も は い り 、 婦人が一人加 わ っ て
十人で あ る 。 「オ難」 と い う 理 由 で あ る ） に 対す る 反論で あ ろ う 。

以上 を ま と め る と 、 集解が周 の優位説、 季彪が春秋 （歴史） に よ っ て唐虞 の
優位説、 そ れ に 対 し て 「師説」 は、 優劣 は な い と す る 説 で あ る 。 皇侃 は こ の
「師説」 に よ っ て集解、 季彪説を修正 し よ う と 図 る の で あ る 。

資料 ( 5 ) は、 微子篇の 「周有八士、 伯達、 伯遥、 仲突…」 に つ い て の 集解
に 引 か れ る 位氏 の 説 「周 時四乳得八子」 を修正 し た も の で あ る 。
資料 ( 5 ) 侃案師説云、 非謂一人四乳、 こ 猶倶生也、 有ー女四過生、 : 諏双二

子、 四生、 故八子也。 何以知其然、 就其名 両 叶甘 随、 似是双生者也。
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「師説」 は 、 「乳」 を 「倶生」 （二人 を 生む） と 解 し 、 「有一女 四過生、 叶賑双ニ

子、 四 生、 故八子也。 何以知其然、 就其名 両 こ 相 随」 （一人 の 女性が 四 回 出 産

し 、 生む た び に 双子で、 合わせて八人、 そ の こ と は 八人 の 名 前 が二人ず つ 組 に

な っ て い る こ と か ら 知 ら れ る ） と す る 。 「師説」 の 初 め に 「非謂一人四乳」 （一

人 に 四乳が あ る と い う の で は な い ） と い う の は 、 包氏 の 説 「周 時四乳得八子」

を 「周 の 時、 四乳の 人が八人 の 子 を 生 ん だ」 と 読む、 そ れ を 承 け て い る の で あ

ろ う 。 そ の 不合理 さ を 「師説」 が疑問 と し て新 し い 解釈が生 ま れ、 そ れ が皇侃

に と っ て 義疏 に 引 く に 値す る も の と み な さ れ た の で あ る 。 こ の 「師説」 も ま た 、

集解 に か か わ っ て の 解釈で あ る 。 資料の ( 3 ) ( 4 ) と 合わせ、 「師説」 に 記 さ

れ る 論語説が、 経文ば か り で な く 、 集解 を 対象 と す る も の で あ っ た こ と が分か

る 。 ま た こ の 章 の 疏 も 「師説」 だ け で構成 さ れ て い る こ と に 注 目 し た い 。

注

( 1 ) 熊埋が何時 こ ろ の 人物 で あ る か を知 る 手が か り は ま っ た く な い が、 賀 場 の 説 と の

関係か ら 見 る と 、 そ れ に 先行す る 人物 で あ る よ う に考 え ら れ る 。

( 2 ) 賀 場 の 説で は な ぜか、 経 「不好犯上」 の 「犯上」 二字が説 に 示 さ れ な い 。 そ し て

「孝者」 の 「好 ま な い 」 の は 「乱」 で あ り 、 「不孝者」 の 「好 ま な い 」 の は 「治」 で

あ る ら し い 。 賀場がなぜ 「犯上」 の 二字 に 言及 し な い の か 、 よ く 分か ら な い 。

( 3 ) 李充の説は つ ぎの よ う で あ る 。

成支不説、 而哀頸成尖。 遂支不諌、 哀謬遂尖。 既往不咎、 而哀政往芙。 斯似磯宰我、

而責以廣道、 消之慨盛徳衰之敗、 言不咎者、 咎之深也。

ま た 李充 の 論語説 に つ い て は、 拙稲 「論語注釈史考 （五） 」 （東京外国語大学論集）

56 1998) の 「李充」 の項を参照 。

(4) 季彪 に つ い て の 事跡は 一切不明で あ る 。 論語義疏 に 見 え る 季彪 の 論語説は 、 こ の 1

条 と 、 他 に 公冶長篇 「季文子三思而後行」 章 に 1 条の 、 合わせて 2 条が見 え る 。

( 5 ) こ の よ う に個人の説を示 し て論を展閲す る こ と か ら も 、 「師説」 は 「一個人の説」

で あ っ て、 「師師相億の説」 で は な い よ う に 考 え る 根拠 と み る 。

ま と め

こ の よ う に 「師説」 と し て論語義疏 に 引 か れ る 5 条 を 見て く る と 、 す べ て 皇

侃が 「師説」 に よ っ て従来 の 説 を 補正 し 、 あ る い は 新説 と 認 め て 引 く も の で あ

り 、 い か に 「師説」 を 重視 し て い る か が よ く わ か る 。 そ う し た 点 か ら も 、 「師

説」 は 皇侃 に と っ て特別 な 「説」 で あ っ た と い え る だ ろ う 。 皇侃が賀場 に 「師
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事」 し て い た こ と 、 「師説」 を 引 く 形式 の 特異 さ と あ わ せ考 え て、 「師説」 を 賀

場 の 論語説 と み な す理由 で あ る 。

た だ賀場 の 論語説 と い う 視点 で こ の 説 を 眺 め て み た 時、 と り た て て賀場が専

門 と す る 礼 に 中 心 を お い た 説で あ る よ う に も み え ず、 ま た 、 易、 老荘 に か か わ

っ て の 説で あ る と も み え な い 。 い ずれ も 当 時経 ・ 集解 の 解釈 に 異説や疑問 が生

じ て い た で あ ろ う 問題 を 、 賀場が講述 し た も の か 、 あ る い は 皇侃が賀 場 に 直接

た ず ね た も の で、 取 り あ げ る 問題 も 断片 的 で あ る よ う に 思 わ れ る 。 そ う し た 点

で は 、 賀 場 の 論語説 と し て の 特色 は あ ま り 認 め ら れ な い の で あ る 。 賀 場 の 論語

説 は 、 論語全体 に か か わ る 著述 の 形 に な っ て い た も の で は な く て、 講述の場で

折 々 に 述べ ら れ た 「師業」 で あ っ た の で は な い か 。 そ の よ う に し て受 け 継 い だ

「師業」 を 、 皇侃は 「師説」 と し て 論語義疏 の 中 に 採 り い れ た と 考 え る の で あ

る 。 「師説」 を こ の よ う に み て く る と 、 賀 場 の 伝 あ る い は 書 目 に 、 論語 に つ い

て の 著述が記 さ れ な い こ と も 理解 で き る の で あ る ( 1 ) 。 そ し て 「師説」 を 「師

業」 の場か ら 受 け 継 い だ も の と し て賀場 と 皇侃 と 二人 の か か わ り を み て く る と 、

当 時 の 学問伝授の 一端 を 見 る こ と が で き る の で は な か ろ う か。

こ こ で触れ て お か な け れ ば な ら な い こ と は 、 「師説」 と 何晏 の 集解 と の か か

わ り で あ ろ う 。 資料 ( 4 ) ( 5 ) は い ずれ も 、 集解 を う け た 説 に 対す る 批判説

の 展 開 で あ り 、 資料 ( 3 ) は 、 集解 に よ っ て そ れ を 発展 さ せ た 新説 と 見 る こ と

がで き そ う で あ る 。 こ う し た 集解 と の か か わ り が、 あ る い は 皇侃が 「師説」 を

引 く ひ と つ の 理 由 と な る か も し れ な い ( 2 )

注

( 1 ) 「師業」 の場か ら 受 け 継 い だ 「師説」 が、 こ の 5 条 だ け に 限 ら れ る の か ど う か、 今

と な っ て は ま っ た く 知 る す べ は な い が、 も し そ れ ほ ど多 く な か っ た と い う こ と に な

れ ば、 賀 場 に 論語 に つ い て の 専著が存在 し な か っ た こ と も 納得 で き る の で あ る 。

( 2 ) 皇侃 と 何晏 の 集解 と の 関係 に つ い て は、 拙稿 「江煕 『集解論語』 と 皇侃 『論語義

疏』 一魏晋六朝 に お け る 『論語』 解釈ー」 （六朝學術學會報第九集 2008 年） を 参

照。

〔附〕 資料

( 1 ) 有子 曰 、 其為人也孝悌、 而好犯上者鮮芙、 不好犯上、 而好作乱者、 未之

有也。 （学而）
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今案師説云、 夫孝者不好、 心 自 是恭順、 而又有不孝者亦有不好、 是願君

親之敗。 故孝与不孝 同 有不好、 而不孝者不好、 必欲作乱、 此孝者不好、

元 ( 1 ) 乱理、 故云、 未有之也。 （皇侃義疏）

( 2 ) 哀公間社於宰我、 宰我射 曰 … 子 聞之、 曰 、 成支不説、 遂夏不諌、 既往不

咎。 （八併）

包氏 曰 、 支既往、 不可復追非咎也、 孔子非宰我、 故歴言三者、 欲使慎其後

也。 （集解）

師説云、 成支 ( 2 ) 初成之時、 遂談 ( 3 ) 是其支既行之 日 、 既往指其支已過之

後也。 夏初成不可解説、 支政行不可諌止、 支已過不可追咎也、 先後相配

各有 旨也。 （皇侃義疏）

( 3 ) 子 日 、 中人以上、 可以語上也、 中人以下、 不可以語上也。 （癖也）

王粛 曰 、 上謂上智之人所知也、 両挙中人以其可上可下也。 （集解）

師説云、 就人之品識大判有三、 謂上中 下也。 細而分之、 則有九也。 有上

こ ・ こ 中 ・ 上下也、 又有 中 上 ・ 中 こ ・ こ 下也、 又有下上 ・ 下 中 ・ 下 こ 也。

几有九品、 上 り 則是謳人、 <: <: 不須教也、 下 と 則是愚人、 こ こ 不移、 亦

不須教也。 而可教者、 謂上中以下、 こ 中 以上、 几七品之人也。 今云、 中

人以上、 可謂 ( 4 ) 以語上、 則 ( 5 ) 以上道語於上分也。 中人以下、 不可以語

上、 蛍不可語上、 猶可語之以 中 、 及語之以下。 何者夫教之為法、 恒導引

分前也。 盃人尤待 ( 6 ) 於教、 故以謳人之道、 可以教顔、 こ ( 7 ) 之道可以教

関、 斯則 中人以上、 可以語上也。 又以関道可以教中 品之上、 此則 中人亦

可語上也。 又以 中 品 之上道、 以 ( 8 ) 教 中 品 之 中 、 又以 中 品 之 中 道、 教 中

品之下、 斯則 ( 9 ) 中人亦有可之 (10) 語之以 中也。 又以 中 品之下道、 教下 品

之 上、 斯 即 中 人 以 下、 可 以 語 中 、 又 以 下 品 之 上 道、 教 下 品 之 中 、 斯

則 (11) 中 人以下可以語下也。 此云中 人以上、 中 人以下、 大喜言之耳。 既

有 九 品 、 則 才五為正 中 人也、 以下則 (12) 六七八也、 以上 (13) 四 三二也。

（皇侃義疏）

( 4 ) 舜有 臣五人而天下治、 武王 日 、 予有乱 臣十人、 孔子 日 、 オ雉、 不其然乎、

唐虞之際、 於斯為盛、 有婦人焉、 九人而 已。 （泰伯）

侃案師説云、 季氏之意、 極 自 允會春秋 (14) 、 合常尭舜、 但既多 才勝周、

而孔子唯云、 両代有五人者、 別有以也、 欲盛美周徳隆於眉虞、 賢才多乎

尭舜、 而猶支殷紺、 故特云、 唐虞五而周代十也。 又明言有婦人者、 明周

代之盛、 匪唯丈夫之オ、 抑婦人之能、 匡弼於政化也。 （皇侃義疏）

( 5 ) 周有八士、 伯達、 伯遥、 仲突、 仲忽、 叔夜、 叔夏、 季随、 季騎。 （微子）
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佳氏 日 、 周 時四乳得八子、 皆為顕士、 故記之耳。 （集解）
侃案師説云、 非謂 一人 四 乳、 こ 猶倶生也、 有一女 (15) 四過生、 い 諏双二
子、 四 生、 故八子也。 何以知 其然、 就其名 両 こ 相 随、 似是双生者也。
（皇侃義疏）

注

( 1 ) 根本本 は 、 元字 の 上 に 必字が あ る 。

( 2 ) 根本本 は 、 事字 を是其事 自 四字 に 作 る 。

( 3 ) 根本本 は 、 談字が無 い 。

( 4 ) 根本本 は 、 謂字が無 い 。

( 5 ) 根本本 は 、 則 字 を 即字 に 作 る 。

( 6 ) 根本本 は 、 待字 を 須字 に 作 る 。

( 7 ) 根本本 は 、 下 の 顔字 の 上 に 以字が あ る 。

( 8 ) 根本本 は 、 以字が無 い 。

( 9 ) 根本本 は 、 則 字 を 即字 に 作 る 。

( 10) 根本本 は 、 之字 を 以字 に 作 る 。

(1 1) 根本本 は 、 則 字 を 即字 に 作 る 。

( 12) 根本本 は 、 則 字 を 即字 に 作 る 。

( 13) 根本本 は 、 上字 の 下 に 即字 が あ る 。

( 14) 根本本 は 、 秋字 の 下 に 僧字が あ る 。

( 15) 根本本 は 、 女字 を 母字 に 作 る 。

付記 ： 「師説」 は 、 『宝函 山房輯侠書』 「論語類」 に 採 ら れ て い な い 。

参考 ： 「師業」

学而第一 篇首皇疏
侃昔受 師業、 自 学而至尭 曰 、 几廿篇、 首未相 次、 無別科重。 而持学而
寂先者、 言 降聖以下皆須李成、 故李記云、 至不琢不成器、 人不李不知
道、 是明人必須学乃成。 此昼既遍該衆典以教一切、 故以学而為先也。
（皇侃義疏）

付記 ： 『論語義疏』 は、 清煕園本 『論語義疏』 （天理大学付属天理図書館蔵） に よ っ て い る 。

（東京外国語大学名 誉教授）
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